
【平成 29 年４月１日より、競技者規程第 7条及び第８条は以下の通り改訂する】 

（チームの所属） 

第７条 競技者は、在住地、在勤地若しくは在学地のあるブロック、又はそのブロックと隣接するブロック内の都

道府県に所在するチームに所属することができる。 

２ 競技者は、所属が可能なブロック内であれば複数のチームに所属することができるが、登録及び登録料の

納入は主に活動する１チームからでよい。ただし、同一競技会の同一クラスにおいて、それぞれのチームから重

複して出場することはできない。 

（所属チームの変更） 

第８条 競技者は、転居、転勤、転入学等の理由により競技者の在住地、在勤地又は在学地が都道府県を越え

て移動したときは、移動先の都道府県若しくはその都道府県が所属するブロック、又はそのブロックと隣接する

ブロック内の都道府県に所属するチームに所属を変更しなければならない。 

２ 競技者が、在勤地又は在学地に所在するチームに所属していた場合において退職、卒業、中退等の理由に

より、その在勤地又は在学地の所属条件を失ったときは、その在住地の都道府県が所属するブロック若しくはそ

のブロックと隣接するブロック内に所属するチームに所属を変更することができる。 

３ 前二項の規定にかかわらず競技者がすでに予選会に出場した場合には、当該予選会に係る競技会が終了

するまでは所属チームを変更することはできない。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず競技者について、転居、転勤、退職、入学、卒業等の事情が発生して

も当該競技者が現に所属しているチームで引き続き競技することに支障とならない距離にあると、移動前及び

移動後の在住地、在勤地又は在学地を管轄する地方連盟が判断した場合は、当該事由が発生した年度は所属

チームの変更を要しない。また、翌年度に限り移動前のチームに所属することができ、その地方連盟に登録す

ることができる。 

５ 競技者は、所属が可能なブロック内であれば自由に所属チームを変更することができるが、全国大会の地方

予選会当日から当該予選会に係る競技会が終了するまでは変更することができない。 

６ 第６条の規定は、第４項の翌年度の登録手続きに準用する。  


